
インボイス対応
消費税の仕入税額控除制度に

おける適格請求書等保存方式



区分記載請求書の記載事項に加え、適格請求書発行事業者登録番号と

税率ごとの消費税額及び適用税率を記載する必要があります

適格請求書には記載要件があります
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適格請求書の

記載事項



諸費用明細にある代行料・課税対象売上は、整備明細の課税対象額と合算され欄外に

課税対象計（１０％）と表記されます。

課税対象計（１０％） ・消費税等（１０％）が表記され
ます。

インボイス対応

売上伝票の

変更点

旧 新✕ ○

消費税計算（端数処理）は、１インボイスごとに一回まで

諸費用欄と整備合計欄に消費税を分けて表示することは出来なくなります。



インボイス対応における画面の変更点
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売上画面の

変更点

旧 新

整備明細タブの合計欄表示が変わります。売上計→課税対象計・諸費用計→諸税計

※課税対象計には、諸費用明細の課税対象と整備明細の課税対象の合計が表示されます。



インボイス対応における画面の変更点
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売上画面の

変更点

旧 新

諸費用タブの合計欄表示が変わります。売上・代行計→課税対象計・諸費用計→表示なし

※旧画面で表示されている売上・代行計は課税対象計に含まれます。



合計請求書をインボイス対応する場合、作業明細がないと適格請求書の要件
を満たしません。

インボイス対応可能な合計請求書
インボイス対応

合計
請求書

✕ ○



インボイス対応における変更点（車両販売）
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車両販売の

変更点

旧 新

見積・契約画面に現金価格の課税対象計を表示。



インボイス対応における変更点（車両販売）
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車両販売の

変更点

旧 新

注文書（請求書）に登録番号（T番号）、現金価格の課税対象額、税率を表示。

【白紙帳票】

【複写帳票】

【白紙帳票】

【複写帳票】



すべての取引に基本的にはイ ンボイ スの保存が必要になります 。

しか し 、 古物商や質屋の行う一定の取引について 、 適格請求書等の保存が不要で

帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができる特例制度があります 。

インボイス対応

車両販売の

変更点

インボイス対応における変更点（車両販売）

車両販売の仕入先マスタに[登録番号（T番号）]の入力欄を追加。また在庫集計表にて在庫の仕入先が [個人]
または[法人]、法人の場合には[登録番号（T番号）]を出力するように変更。



仕入先マス タ画面に 、 T番号の入力枠が追加されます 。

インボイス対応

部品在庫の

変更点

インボイス対応における変更点（部品在庫）



・マスタ設定により、インボイスモードのON・OFF切替が可能です。

・部品在庫、車両販売で登録された仕入先のT番号を一括チェックが可能です

マスタ設定 ・ T番号一括チェック
インボイス対応

マスタ設定

他
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